
第２回サステナビリティ情報の保証に関する

専門グループの概要

2025年3月21日開催

2025年3月24日

第2回サステナビリティ情報の保証に関する専門グループ（以下「保証専門G」という）では、これまでのサステナビリティ情報の開

示と保証のあり方に関するワーキング・グループ（以下「WG」という）及び、第1回保証専門G（2025年2月12日開催）での議

論を踏まえ、サステナビリティ保証業務実施者に求められる規律の在り方や任意のサステナビリティ保証の論点等について議論が

されました。

委員からは、事務局の提案した方向性に概ね賛同する意見が示されましたが、保証業務実施者や自主規制機関の役割等に

ついて、次回以降の保証専門Gで具体的な議論が必要である、という意見が複数の委員から示されました。

また、2025年2月26日に欧州委員会より公表された企業サステナビリティ報告指令（CSRD）を含む欧州指令等を改訂するオ

ムニバス法案について、今後、欧州議会等で議論される予定であり、最終化の過程で見直しの可能性もあることから、引き続き

動向を注視していく、という事務局の見解が示されました。

サステナビリティ保証業務実施者に求められる規律の在り方

■サステナビリティ保証について留意すべき事項

第2回保証専門Gでは、サステナビリティ保証業務実施者に求められる規律の在り方に関する第1回保証専門Gにおける議論を

踏まえ、サステナビリティ保証について留意すべき事項（図表1参照）が、事務局より示されました。

図表1 サステナビリティ保証について留意すべき事項

参考：金融庁ウェブサイト 第２回保証専門G 資料１ 事務局説明資料（2025年3月21日）P.18

■サステナビリティ保証制度を検討するに当たって考慮すべき事項

第2回保証専門Gでは、図表1の留意すべき事項を前提に、サステナビリティ保証業務における登録制度・登録要件、業務制限、

義務・責任、保証基準、倫理独立性を検討するに当たって考慮すべき事項（図表2参照）が事務局より示され、議論がされ

ました。

委員からは、事務局の提案した方向性について、基本的に賛同する意見が多く示されました。なお、考慮すべき事項の1点目の

保証業務実施者に過度な責任を負わせない措置の検討にあたっては、有価証券報告書の経理の状況以外の箇所における虚

偽記載等に関して、金融商品取引法上の保証業務実施者の責任を規定する必要があるという意見が複数の委員から示され

ました。
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財務情報とサステナビリティ

情報の違い

➢ 財務情報は主に過去情報、定量情報であるのに対し、サステナビリティ情報は将来予測

情報、定性的・記述的情報が多い

現行実務（任意保証）と

有価証券報告書に記載さ

れるサステナビリティ情報の

保証の違い

➢ 任意保証の代表例であるGHG排出量の保証は、サステナビリティ情報の一部であり、

主に定量情報の正確性を検証するのに対し、有価証券報告書に記載されるサステナビリ

ティ情報の保証では、企業が財務に影響するリスク及び機会を識別し、重要性（マテリ

アリティ）がある情報に絞り込むプロセスを確認（重要な情報の記載が漏れていないこと

を確認することを含む）する能力が重要

財務諸表監査とサステナビ

リティ保証の違い

➢ 財務諸表監査は保証に含まれるが、手続きの厳格さについては、財務諸表監査は合理

的保証であるのに対し、サステナビリティ保証はワーキング・グループにおいて、当面、限定

的保証と示されており、財務諸表監査と同等の手続は求められていない

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/sustainability_assurance_G/shiryou/20250321/01.pdf


図表2  保証制度を検討するに当たって考慮すべき事項

⚫ 有価証券報告書におけるサステナビリティ保証業務と財務諸表監査は、保証業務の定義に該当し両者で共通する部分もあ

るが、保証対象であるサステナビリティ情報と財務情報の性質の違いなど留意すべき事項もある

⚫ こうしたことを踏まえれば、サステナビリティ保証業務においては、登録制度・登録要件、業務制限、義務・責任、保証基準、

倫理独立性を検討するに当たって考慮すべき事項として以下のことが考えられるか

参考：金融庁ウェブサイト 第２回保証専門G 資料１ 事務局説明資料（2025年3月21日）P.25 

■自主規制機関の役割

第2回保証専門Gでは、これまでのWGで示された方向性（保証業務の担い手が、監査法人であるか、その他の保証業務提供

者であるかにかかわらず自主規制機関は同じものとする）や、第1回保証専門Gでの議論を踏まえ、サステナビリティ保証制度にお

ける自主規制機関の在り方についての考え方及び期待される役割（案）（図表3参照）が、事務局より示されました。

図表3  サステナビリティ保証制度における自主規制機関の在り方についての考え方及び期待される役割（案）

参考：金融庁ウェブサイト 第２回保証専門G 資料１ 事務局説明資料（2025年3月21日）P.27 
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委員からは、事務局の提案した方向性に概ね賛同する意見が示されました。なお、個別の論点については、以下のような様々

な意見が示されました。

⚫ 自主規制機関の体制等について、具体的に検討することが必要である

⚫ サステナビリティ情報の保証における自主規制機関の役割（登録を担うのか、モニタリングを担うのか等）について、保証の

担い手は誰かという点も含めて具体的に整理したうえで次の保証専門Gで検討が必要である

⚫ 財務諸表監査においても、自主規制機関が法的規制を補完する役割を課せられているわけではなく、それを所与として議

論するのは違和感がある

■サステナビリティ保証制度の全体像

第２回保証専門Gでは、これまでのWGで示された方向性及び第１回保証専門Gでの議論を踏まえ、サステナビリティ保証制

度の全体像（イメージ）（図表４参照）が、事務局より示されました。

図表4 サステナビリティ保証制度の全体像（イメージ）

参考：金融庁ウェブサイト 第２回保証専門G 資料１ 事務局説明資料（2025年3月21日）P.29

委員からは、事務局の提案したサステナビリティ保証制度の全体像（図表4）に概ね賛同する意見が示されました。また、それ

ら以外にも、具体的に検討のうえ追加すべき事項があると思われるため、今後幅広く意見聴取が必要、という意見も示されまし

た。
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任意のサステナビリティ保証について

■任意のサステナビリティ保証報告書の添付の可否

第2回保証専門Gでは、これまでのWGで示された方向性及び第1回保証専門Gでの議論を踏まえ、サステナビリティ保証を任意

で受けた場合の論点①及び②（図表５及び図表6）が事務局より示されました。

任意保証の論点①（有価証券報告書における任意の保証）

図表５ 任意保証の論点①任意のサステナビリティ保証報告書の添付の可否

*1 : 制度上の保証業務とは、以下①②③の要件を満たした保証業務を指します。

① ISSB基準と同等の開示基準に基づいて作成されたサステナビリティ情報について

② サステナビリティ保証制度の全体像（イメージ）(図表4）に記載の要件を満たし登録されたサステナビリティ保証実施

者により

③ 一般に公正妥当と認められるサステナビリティ保証の基準に沿った保証

*2 :  有価証券報告書提出会社が、有価証券報告書に記載したサステナビリティ情報に係る任意の保証を受けた場合とは、

以下のようなケースが考えられます（図表7及び図表8参照）。

a.  保証範囲が任意 ：保証適用義務化対象企業が、Scope1・2、ガバナンス、リスク管理以外の保証を

                                        受ける場合

b. 保証時期が任意 ：義務化対象企業が保証適用義務化開始時期よりも早期に保証を受ける場合

c. 保証対象企業が任意：義務化対象でない企業が保証を受ける場合

参考：金融庁ウェブサイト 第２回保証専門G 資料１ 事務局説明資料（2025年3月21日）P.32

任意保証の論点②（有価証券報告書以外の開示書類への影響）

図表６ 任意保証の論点② 有価証券報告書以外の開示書類への影響

参考：金融庁ウェブサイト 第２回保証専門G 資料１ 事務局説明資料（2025年3月21日）P.33

委員からは、事務局の提案に概ね賛同する以下のような意見が示されました。

論点①

⚫ 制度上の保証業務の要件を満たした保証を任意で受けた場合、サステナビリティ保証報告書を有価証券報告書に添付で

きる

⚫ 制度上の保証業務の要件を満たさない保証を任意で受けた場合、サステナビリティ保証報告書を有価証券報告書に添付

せず、有価証券報告書のサステナビリティ情報記載欄に一定の記載を行う

論点②

⚫ 統合報告書等の有価証券報告書以外の開示書類は、引き続き金融商品取引法等の規制の対象外であるため、当該保

証（検証）の要否等については、企業の判断に委ねるべき

⚫ 有価証券報告書以外の開示書類について保証を認めても良いが、ディスクレーマーとして、追加情報あるいは付記事項として、

特別の情報についての開示であり、任意の保証であるということが分かるような記載が必要
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制度上の保証業務*1の要件を

満たした保証を任意で受けた*2

場合

⚫ 制度上の保証業務で求められる質が担保されているため、サステナビリティ保証報告

書を有価証券報告書に添付することが認められるか

（当該保証報告書は、制度上の保証業務と同じ位置付けであり、当該保証業務

実施者には金融庁の監督検査権限が及ぶと考えられるか）

制度上の保証業務*1の要件を

満たさない保証を任意で受けた

*2場合

⚫ サステナビリティ保証報告書を有価証券報告書に添付することは認められるか

(1) 認める場合は、投資家が制度上の保証業務と誤認することを防止するため、  

どのような方策が考えられるか

(2) 認めない場合、保証報告書の添付の代替として、企業が有価証券報告書の 

サステナビリティ情報記載欄に、任意に保証を受けた旨を記載することが考えら

れるか

有価証券報告書以外の開示書

類への影響

⚫ 有価証券報告書以外の開示書類（統合報告書等）は、引き続き、金融商品取

引法等の規制の対象外であるため、当該保証（検証）の要否等については、各

企業の判断に委ねられるべきと考えられる

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/sustainability_assurance_G/shiryou/20250321/01.pdf
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図表7 有価証券報告書提出会社が、有価証券報告書に記載したサステナビリティ情報に係る任意の保証を受けた場合

出所：金融庁ウェブサイト 第２回保証専門G 資料１ 事務局説明資料（2025年3月21日）P.32

図表８ 有価証券報告書提出会社が、統合報告書等にサステナビリティ情報を記載し、第三者の保証（検証）を受けた場合

出所：金融庁ウェブサイト 第２回保証専門G 資料１ 事務局説明資料（2025年3月21日）P.33
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欧州指令等を改訂するオムニバス法案の影響等について

2025年2月26日に欧州委員会より公表された企業サステナビリティ報告指令（CSRD）を含む欧州指令等を改訂するオム

ニバス法案が公表されました。オムニバス法案は、サステナビリティ報告の開示負担の軽減、小規模事業者への影響の拡大の

制限を目的とし、非上場企業及び小規模上場企業への適用の縮小・適用時期の後ろ倒しが提案されています。また、サス

テナビリティ保証に関しては、合理的保証への移行の可能性を否定するとともに、限定的保証業務のための保証基準の採

択期限は設けず、2026年までに対象を絞った保証のガイドラインを公表することが示されています。

事務局より、オムニバス法案は今後、欧州議会等で議論される予定であり、最終化の過程で見直しの可能性もあることから、

引き続き動向を注視していくこととしたい、という見解が示されました（出所：事務局説明資料P19）。

委員からは、以下のような意見が示されました。

⚫ オムニバス法案は、基本的にはEU内非上場会社の適用を制限する方向性であり、開示の簡素化の話であることを踏

まえると、我が国が想定しているサステナビリティ情報の開示及び保証の適用案（サステナビリティ保証制度のロードマッ

プ）は直接的な影響を受けないのではないか

⚫ オムニバス法案で提案されている合理的保証への移行の中止については、我が国のサステナビリティ保証制度のロード

マップ上でも現時点では明確に示されていないところであり、ロードマップの案を実現すべく引き続き検討を進めるべき

⚫ 我が国のサステナビリティ情報の開示・保証に関する制度設計を進めるに当たり、米国・欧州において保証業務の枠組

みが未だ確立されていない現状を踏まえて慎重に検討を進めるべき

⚫ プライム市場上場企業の時価総額に応じたサステナビリティ情報の段階的な開示義務化の時期についても、現行の案

から１年後ろ倒しにすることを再検討すべきではないか

⚫ 当面の間、少なくとも３年以上、場合によっては５年以上の同時保証の猶予期間が必要である

委員からの意見を受けて事務局より、オムニバス法案では適用を２年延期とあるが、その対象は非上場企業であり、時価

総額の大きい上場企業を対象とする我が国のサステナビリティ保証制度とは議論の対象が違うこと、欧州でも規模の大き

いWave１の企業は、CSRDを2024年12月期から適用開始していることが説明されるとともに、我が国でサステナビリティ情

報の開示を円滑に導入していくうえで、経過措置など様々な議論もあり、ステークホルダーの意見を聞きながら丁寧に進めて

いく旨の発言がありました。

以上

参 考 ： 金融審議会「サステナビリティ情報の保証に関する専門グループ」（第２回）議事次第：金融庁

関連記事： 第1回サステナビリティ情報の保証に関する専門グループの概要 

第5回サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループの概要

主要な国・地域におけるサステナビリティ情報の開示に関する規制動向
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サステナビリティ開示・保証の最新規制動向

日本・ヨーロッパ・南北アメリカ・アジアパシフィックにおけるサステナビリティ情報の開示・保証の規制に関する最新動向
を取りまとめています。

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/sustainability_assurance_G/shiryou/20250321.html
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/audit/crd/jp-sus-japan20241204.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/audit/crd/jp-sus-disclosure-sustainability-info-trends.pdf
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/audit/articles/crd/newsletter.html
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別個の組織体であり、第三者に関して相互に義務を課しまたは拘束させることはありません。DTTLおよびDTTLの各メンバーファームならびに関係法人は、自らの作為

および不作為についてのみ責任を負い、互いに他のファームまたは関係法人の作為および不作為について責任を負うものではありません。DTTLはクライアントへのサー

ビス提供を行いません。詳細はwww.deloitte.com/jp/aboutをご覧ください。

デロイト アジアパシフィックリミテッドはDTTLのメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイトアジアパシフィックリミテッドのメンバーおよびそれらの関係法

人は、それぞれ法的に独立した別個の組織体であり、アジアパシフィックにおける100を超える都市（オークランド、バンコク、北京、ベンガルール、ハノイ、香港、ジャカ

ルタ、クアラルンプール、マニラ、メルボルン、ムンバイ、ニューデリー、大阪、ソウル、上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む）にてサービスを提供しています。

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザリー、税務・法務などに関連する最先端のサービスを、

Fortune Global 500®の約9割の企業や多数のプライベート（非公開）企業を含むクライアントに提供しています。デロイトは、資本市場に対する社会的な信頼を高

め、クライアントの変革と繁栄を促し、より豊かな経済、公正な社会、持続可能な世界の実現に向けて自ら率先して取り組むことを通じて、計測可能で継続性のあ

る成果をもたらすプロフェッショナルの集団です。デロイトは、創設以来175年余りの歴史を有し、150を超える国・地域にわたって活動を展開しています。 “Making an 

impact that matters”をパーパス（存在理由）として標榜するデロイトの45万人超の人材の活動の詳細については、www.deloitte.comをご覧ください。

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、デロイトトウシュトーマツリミテッド（“DTTL”）、そのグローバルネットワーク組織を構成する

メンバーファームおよびそれらの関係法人が本資料をもって専門的な助言やサービスを提供するものではありません。皆様の財務または事業に影響を与えるような意

思決定または行動をされる前に、適切な専門家にご相談ください。本資料における情報の正確性や完全性に関して、いかなる表明、保証または確約（明示・黙

示を問いません）をするものではありません。またDTTL、そのメンバーファーム、関係法人、社員・職員または代理人のいずれも、本資料に依拠した人に関係して直接

または間接に発生したいかなる損失および損害に対して責任を負いません。DTTLならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織

体です。
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IS/BCMSそれぞれの認証範囲はこちらをご覧ください

http://www.bsigroup.com/clientDirectory

http://www.deloitte.com/jp/audit
https://www.deloitte.com/jp
https://www.deloitte.com/jp/about
https://www.deloitte.com/
http://www.bsigroup.com/clientDirectory
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